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                      神奈川県保健福祉部障害福祉課 

 

 

障害者名義運転免許の不正取得事件について 

 

 このことについて、本日、県内において知的障害者が住民票を不正に取得され、さ

らにこの住民票が使用されて、当該障害者名義の運転免許証を不正取得される被害が

相次いでいるとの報道がありました。（読売新聞朝刊） 

 記事によると、犯行グループは、障害者通所作業所から障害者を尾行し、郵便物な

どから名前や生年月日を調べ、障害者本人のふりをして窓口を訪れて住民票の交付を

受け、原付バイクの運転免許を不正に取得し、取得した免許証で携帯電話の契約を結

んだり、消費者金融から金銭を借りる事件が発生しているとのことです。 

 つきましては、再びこうした被害が発生しないよう、貴事業所におかれましても、

利用者の個人情報の保護等について、ご留意くださるよう、お願いいたします。 
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                          地域生活支援班 木村（勝） 

                          ℡ 045-210-4713 


